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川崎市議会委員会条例の一部を改正する条例 

 川崎市議会委員会条例（昭和３１年川崎市条例第１７号）の一部を次のように

改正する。 

 第２条の見出し中「常任委員会」を「常任委員の所属並びに常任委員会」に改

め、同条を同条第２項とし、同条に第１項として次の１項を加える。 

 議員は、それぞれ一の常任委員となるものとする。 

第４条中第３項を第４項とし、第２項の次に次の１項を加える。 

３ 前項の委員は、議員の任期中在任する。 

第５条に次の１項を加える。 

３ 特別委員は、特別委員会に付議された事件が議会において審議されている間 

 在任する。 

 第２２条第２項中「及び」を「、」に改め、「案件」の次に「その他必要な事

項」を加える。 

   附 則 

 この条例は、地方自治法の一部を改正する法律（平成２４年法律第７２号）附

則第１条ただし書に規定する規定の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか

遅い日から施行する。ただし、第２２条第２項の改正規定は、公布の日から施行

する。 

 



   提 案 理 由 

 

 地方自治法の一部改正に伴い、常任委員の所属並びに議会運営委員及び特別委

員の任期に関する規定を整備すること等のため、この条例を制定するものである。 

 

 


